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令和６年４月１日から、「獣医療に関する広告の制限及びその
適正化のための監視指導に関する指針（獣医療広告ガイドラ
イン）が以下のとおり改正されます。

・ 診療広告をする場合、診療内容や費用の情報、診療のリスクや副作用
に関する解説、問合せ先等の併記が必要となるので、御注意ください。
・詳細については、農林水産省HP（以下のリンク）を御参照ください。
https://www.maff.go.jp/j/syouan/tikusui/zyui/koukoku.html
・御不明な点は、当所まで御連絡ください。

（広告の一例）
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